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介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業等 

事務局運営業務企画提案競技実施要領 

 

 

１ 趣旨 

本業務を委託する者の選定について、企画提案競技形式によることとし、所要の実施要領

を定めるものである。 

 

２ 業務名 

  介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業等事務局運営業務 

 

３ 業務の内容 

  別紙仕様書のとおり 

 

４ 履行期間 

  契約締結の日から令和８年１２月２５日（金）まで 

 

５ 委託金額の上限額 

金２３，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

  （内訳）介護分野   １４，４９０，０００円 

      障害福祉分野  ８，５１０，０００円 

 

６ 企画提案競技の内容 

（１）選定方法等 

企画提案競技に参加しようとする者は、下記（３）に掲げる書類を県に提出する。審査は、

提出された書類の内容に基づいて行い、審査会で最も優れた提案を行ったと認める者を委

託先候補として選定する。 

（２）公募条件（参加資格） 

   本業務に係るプロポーザルの参加者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

    ア 県内に本店又は支店・営業所を有すること。 

    イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項 

の規定に該当しないこと。 

    ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）、会社更生法（平成１４年法律第１５４ 

号）、又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく再生、更生又は破産手 

続開始の申立てをしていないこと。 

    エ 暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員の統制の下にないこと。 

オ 法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。 

（３）提出書類 

① 参加表明書（様式１） 

② 企業概要（関連業務等実績、国や地方自治体等公的機関からの受託実績、組織体制、
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経営状況等） 

③ 企画提案書 

  記載内容は「７ 企画提案書について」のとおり。 

（４）提出方法 

上記（３）に掲げる提出書類各５部（参加表明書は１部、電子メール可※メールした際、

連絡すること。提案書は正本１部、副本４部）を郵送又は持参で提出すること。 

なお、提案書類は返却しない。 

（５）提出期限 

参加表明書       令和８年７月２１日（火） １７時００分必着  

参加表明書以外の書類  令和８年７月２７日（月） １７時００分必着 

（６）提出先・問い合わせ先 
 

〒030-8570 青森県青森市長島一丁目１－１ 県庁舎北棟６階 

青森県 健康医療福祉部 高齢福祉保険課 介護事業者グループ 西巻 

※本事業に対する問い合わせ対応時間：土日祝日を除く下記の時間。 

（８：３０～１２：００ １３：００～１７：１５） 

TEL 017-734-9297 

電子メール koreihoken@pref.aomori.lg.jp 

※電子メール送信の際は、件名を「公募型プロポーザルについて（〇〇〇）」とし、「〇〇

〇」には提案者名を記載すること。 

（７）質問の受付及び回答 

① 受付期限 令和８年７月１４日（火）１７時００分 

   ② 受付場所 （６）に同じ。 

   ③ 提出様式 質問票（様式２）を用いることとする。 

   ④ 提出方法 電子メールにより行うこと。 

   ⑤ 回  答 令和８年７月１５日（水）までに、県ホームページへの掲載により回答する。 

   ⑥ その他  受付期間以外の質問については、回答しない。 

 

７ 企画提案書について 

  企画提案書は、次に定めるところにより作成し提出するものとする。様式は任意とし、Ａ４

又はＡ３サイズ（折り込むこと）を基本とする。 

当業務仕様書及び企画提案競技実施要領に基づき作成し、以下の構成とすること。 

（１）企画提案書（基本的な記載事項は当業務仕様書のとおり） 

   業務の実施に係る計画及び具体的な手法を記載すること。 

（２）実施体制 

本業務を実施する場合の業務責任者及び従事者について、職・氏名、実績や担当業務内容

について明記すること。 

（３）経費見積書 

積算根拠が明確になるよう具体的に記載することとし、見積額が上限額を超えている場

合は失格とする。 

（４）実施スケジュール 
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   別紙業務仕様書に定めのある各期間を参考にし、事業広告期間、補助金交付申請兼実績

報告受付期間・審査期間など全体の行程を提示すること。 

業務仕様書に定めのない期間については、効果的に運営できる期間を提案すること。 

（５）営業窓口担当者の職・氏名及び連絡先 

 

８ 企画案の審査 

（１）審査は、プレゼンテーション審査とし、審査会が評価点方式により行い、評価点をもとに

審査員全員の協議により契約予定者を選定する方法とする。評価項目は別添のとおり。 

   以下によりプレゼンテーションを行うので、提案者は必ず出席すること。 

（１）日 時 

   令和８年７月３１日（金） 午前 

（２）場 所 

   青森県庁（青森市長島一丁目１－１） 

（３）進 行 

   １団体２０分以内のプレゼンテーション及び１０分程度の質疑応答を予定。 

   ※開始時間については、提案者毎に別途連絡する。 

（４）その他 

提案者が１者の場合でも審査は実施するが、審査の結果において評価点が１００点満点

  中６０点未満の場合、又は提案者がいない場合は、再度公募を検討する。 

 

９ 審査結果の通知 

審査終了後、速やかに提案者に通知する。 

なお、審査結果についての異議申し立ては受け付けない。 

 

10 契約に関する基本的事項 

（１）企画提案書が選定された者は業務受託予定者とし、随意契約の見積徴取の相手方とする。

ただし、選定された者に事故等（改正地方自治法施行令第１７３条各号に掲げる要件に該当

しないことが判明した場合を含む。）があり見積徴取が不可能となった場合は、次点の者を

当該見積徴取の相手方とする。 

（２）選定された企画提案書を参考に、委託内容や金額の協議を行い、協議が整った場合に契約

を締結する。 

（３）再委託は発注者の事前承認を必要とするが、業務の全部又は主たる部分を一括して第三

者に委託し、又は請け負わせることはできない。 

（４）成果物及び構成素材に関する第三者の著作権その他の権利についての交渉、処理は受託

者が納品前に行うこととし、その経費は委託料に含む。 

（５）業務における成果品（業務を行う上で製作したデータ等を含む。）に関する一切の著作権

その他の知的財産権については、引渡し時点で青森県に帰属するものとする。ただし、成果

品に含まれる受託者が従来から権利を有している受託者固有の知識、技術に関する権利等

については受託者に留保されるものとし、受託者がこれらを利用し成果品に類似した製品

を作成することを妨げない。 
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11 その他 

（１）本企画提案競技への参加に要する経費については提案者が負担する。 

（２）参加表明書及び企画提案書の提出は、１者につき１案とする。 
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別添 
 

審査項目及び評点基準 
 

審査項目 審 査 内 容 配点 

①ＷＥＢサ

イト（申請

フォーム）

の企画・制

作 

・事業の概要、対象事業所及び支給額、申請方法が分かり易いレイアウ

トになっているか。 

・特に、本事業は３件の補助事業を同時に受付するため、補助対象事業

者が混乱することなく申請できるものとなっているか。 

20 

②事業の情

報発信に係

る企画・運

営業務 

・事業の内容が申請対象の補助対象事業者に確実に周知される方法であ

るか。 

・手引書は事業の概要、対象事業所及び支給額、申請方法が分かり易い

デザインになっているか。 

20 

③業務実施

体制 

・業務推進に適した実施体制になっているか。 

・突発的な事項への対応も含めた適切な人員体制となっているか。 

・これまでに類似の業務受託実績があるか。 

・受託業務の遂行に必要なノウハウやネットワーク等を保有しているか。 

10 

④審査等業

務 

・申請内容を適切に審査し、過誤申請等を防ぐ能力を有するか。 
20 

⑤個人情報

等の取扱い 

・個人情報漏洩対策やセキュリティ対策は万全を期しているか。 
20 

⑥経費の見

積内容 
・事業の遂行に要する経費が過不足なく計上されているか。 

10 

合   計 100 

 


